
 

住宅瑕疵担保責任保険法人について 

 

住宅瑕疵担保責任保険法人は，特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法

律第17条の規定に基づき，国土交通大臣に指定された法人です。 

 

株式会社住宅あんしん保証 

  〒10４-0031 東京都中央区京橋1-6-１ 三井住友海上テプコビル６階 ／  

  電話番号：03-3562-8120 

財団法人住宅保証機構 

  〒108-0014  東京都港区芝5丁目29番14号 田町日工ビル ／  

  電話番号：03－6435－4690 

株式会社日本住宅保証検査機構 

  〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6ランディック神田ビル ／  

  電話番号：03-6861-9210 

株式会社ハウスジーメン 

  〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第２新橋ビル８階 ／  

  電話番号：03-5408-8486 

ハウスプラス住宅保証株式会社 

  〒108-0014 東京都港区芝5-33-7 ／  

  電話番号：03-5962-3815 

 

※ 平成23年９月13日付けで，たてもの株式会社より業務廃止の申請があり，翌日

付けで許可しました。なお，たてもの株式会社が引受済みの保険契約については，

｢株式会社 住宅あんしん保証｣が引き継ぎます。 

 

 

【参考】 

国土交通省ホームページ 住宅瑕疵担保履行法について 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/

01-rikouhou-files/10-hokenhoujin.htm 
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